
平成2８年４月１日から
肝臓機能障害の認定基準が変わります。

身体障害者手帳 認定基準の改正について

詳細については主治医へお問い合わせください。

【問い合わせ先】
島根県立心と体の相談センター 地域支援課
電話番号 ０８５２－３２－５９０５
島根県ＨＰトップページ → 医療・福祉 → 福祉 → 障がい者福祉 → 身体障がい者福祉
http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/syougai/sintai_syougaisya/

※なお、今回の見直しについては、平成２８年４月以降に作成された
診断書・意見書について適用となります。
平成２８年３月３１日までに作成され、４月以降に提出された診断
書・意見書については従前どおりの認定基準が適用されます。

認定基準の見直しの概要

〔認定対象の拡大〕

○チャイルド・ピュー分類Ｃ 分類Ｂに拡大

国際的な肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類の
３段階（Ａ・Ｂ・Ｃ）のうち、
これまで認定基準の対象とされていた分類Ｃ（１０点以上）に加えて、
分類Ｂ（７点以上）を対象とする。

〔１級・２級の要件の緩和〕

○日常生活の制限にかかる指標の見直し

認定された場合も、再認定が必要となる場合があります。

血清アルブミン値、プロ
トロンビン時間、血清総
ビリルビン値の項目の
うち１項目以上が３点

肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プ
ロトロンビン時間、血清総ビリルビン値
の項目のうち肝性脳症又は腹水の項
目を含む３項目以上が２点以上


